
「パート」・「アルバイト」「パート」・「アルバイト」
　働き方にかかわらず安心して生活できる社会にするため、健康保険や年金などの社会保険への加入条
件が緩和されます。　

毎月の保険料は給料の額に応じて50等級に区分した「標準報酬月額」を基に計算されます。
標準報酬月額×保険料率＝健康保険料
保険料は給料から差し引かれ、会社も負担しているため、実際の保険料は控除額の倍程
度を会社を通じて健保組合に納めます。

①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
②1か月あたりの決まった賃金が8.8万円（年収106万円）以上であること
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生ではないこと
⑤従業員が501人以上の会社であること

の方の健康保険の加入対象が拡大されます！

平成28年10月から

≪加入対象となる条件≫

下記①～③を会社に提出してください。
①被扶養者異動届（減）→健保組合・会社に請求。健保組合のHPより印刷可。
②対象被扶養者の保険証　
③新しい保険証のコピー（資格取得日を確認します）→後日、提出可。

新しい保険証の資格取得日が当健保組合の資格喪失日となります。交付日と間違え
ないようご注意ください。
当健保組合の保険証を新しい保険証の資格取得日以降にご使用されると、医療費の
返納手続きが発生します。

≪手続き≫

数日間で退職した場合でも、勤務先の健康保険に加入したのであれば、必ず扶養を
外れる手続きは必要です。手続きを行わず扶養を継続したままにしていると、年金未
納問題に発展する恐れがあります。
正しい手続きをお願いいたします。

≪面倒ですが大切な手続き≫

ご自身の勤務先で健康保険に加入すると、病気・けがや出産によって仕事を休むことにより給料をうけられないとき、
傷病手当金、出産手当金として賃金の3分の2程度の給付を受けられるようになります。

対象となる方は
手続きを
忘れずに！！

当健保組合の被扶養者だった人が新しく勤務先の健康保険に加入した場合は、
被扶養者から外れる手続きが必要になります。
自動的に被扶養者の資格は喪失されませんので、ご注意ください。

平成28年度「被扶養者調査」のご協力ありがとうございました。
皆さまのご理解とご協力のおかげで、「被扶養者調査」を速やかに行うことができました。
ご事情によりまだ提出を済ませていない方は、会社のご担当者様へ早急にご提出をお願いいたします。

健康保険料は
 どうやって決まるの？

原則 1 年に 1 回見直され毎年４・５・６月の給料の平均を基に９月分の保険料（実際
は翌月納付のため１０月の給与）から変わります。【定時決定】

標準報酬月額の見直し時期は？Q

昇給で役職手当が付いたり、住宅手当や通勤手当の変更などの場合にも賃金の変動以
後３ヵ月分の給与を平均して、標準報酬月額が２等級以上違うとき見直しがありま
す。【随時改定】

給与が上がったり、下がったりした場合の保険料は変わる？Q

健康保険には「協会けんぽ（全国健康保険協会）」「組合保険」などがありその会社に
よって「保険者」（健康保険を運営している者）が違い保険料も違います。
法律で保険料率の上限・下限が決められていますので、それぞれの「保険者」がその範
囲内で毎年３月頃に保険料率を決定し運営しています。

保険料率は一定なの？Q

１日に入社しても３０日に入社してもその月に負担する保険料は同じです。
日割り計算になるというわけではありません。
ただし、退職日が末日以外の場合は保険料は徴収されません。
しかし日本は「国民皆保険」なので、必ずどこかの保険に加入していなければならず退
職の翌日から加入する「保険者」（国民健康保険など）に保険料を支払います。

月の途中で入社・退職した場合の保険料は？Q

注意点
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